
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年２月２４日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第１６１号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年８月１６日 ２１時０５分ごろ 

発生場所 鹿児島県志布志市志布志港 志布志港防波堤灯台から真方位１４５°４０

ｍ付近 

（概位 北緯３１°２８.４′ 東経１３１°０６.６′） 

事故等調査の経過  平成２２年１０月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第二誠光
せいこう

丸、４９９トン 

 １３６４３６、有限会社大道海運 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底擦過傷 

 事故等の経過 

 

 本船は、船長ほか３人が乗り組み、船首約３.７ｍ、船尾約４.８ｍの喫

水で、志布志港の旧港に入航中、平成２２年８月１６日２１時０５分ごろ、

船底に軽い衝撃を感じた。 

 本船は、着岸後に点検したが、船体、機関、そのほかに異常がなかった

ので通常の航海を続けた。 

 気象・海象  

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 １ 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  船長は、志布志港の旧港に月間１～２回の入航経験があり、志布志港防

波堤灯台付近の水域が、狭く浅いことを知っていた。 

 本船は、９月に入渠して船底擦過箇所のディスクサンダー掛け及び塗装

を行った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、志布志港の旧港に入航中、船長が１時間

後の満潮時期を待たないで浅い水域を通過したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、志布志港の旧港に入航中、満潮時期を待たな

いで浅い水域を通過したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

 

 




